
 

令和７年度 大阪府依存症対策強化事業の実施状況について（予定を含む） 
 

 

 
 ①若年層を対象とした予防啓発の強化 

【児童・生徒への普及啓発/大学・専修学校等への普及啓発】 
・依存症予防啓発出前授業（16校で実施） 

・高校生向けギャンブル等依存症啓発チラシの周知とポスターの作成 

 

【若年層に関わる機会がある人たちへの普及啓発】 
・依存症予防教育教員向け研修 

・飲酒防止教育普及研修 

・大阪府青少年指導員向け研修 

 

②依存症に関する正しい知識の普及と理解の促進 

【府民への普及啓発】 
・おおさか依存症ポータルサイトでの普及啓発 

・依存症理解啓発府民セミナー 

・新成人向け依存症予防啓発（20歳の集い等での啓発） 

・依存症理解促進啓発事業（保健所等での啓発） 

・アルコール関連問題啓発動画での啓発（若者・妊産婦・会社員・高齢者編の対象別動画及び産婦人

科医からのメッセージ動画） 

 
【多様な関係機関と連携した啓発月間等における普及啓発】 
・ギャンブル等依存症問題啓発月間（５月）、アルコール関連問題啓発週間（11月 10日から 11月 16

日）啓発事業実施 

 

  
  
③依存症の本人及びその家族等への相談支援体制の充実 
【相談窓口の整備、本人及び家族等への相談支援の充実/回復支援の充実】 
・依存症専門相談事業（借金専門相談事業を含む） 

・薬物、ギャンブル等の問題で困っている人のための集団回復プログラム 

・薬物、ギャンブル等の問題で困っている人の家族サポートプログラム 

・依存症家族サポートプログラム特別講座 

・保健所等へのコンサルテーションの実施及びプログラムの普及 

・依存症 SNS相談「依存症ほっとライン」 

・「チャットボット相談システム」の構築 

 

 

 
④治療可能な医療機関の拡充と治療体制の構築 
【依存症の治療が可能な医療機関の充実/受診した依存症の本人等への支援】 
・依存症医療研修 

・ギャンブル等依存症簡易介入マニュアル普及研修 

・地域連携等による依存症早期発見・早期対応・継続支援モデル事業（アルコール） 

 
【専門治療プログラムの普及】 
・ギャンブル依存症回復プログラム（GAMP）普及及び見学の受入れ 

 
 

資料 1 

１.普及啓発の強化 

２．相談支援体制の強化

３.治療体制の強化  

 



 

 
  
⑤関係機関等との協働による切れ目のない支援の推進 

【ネットワークの強化/円滑な連携支援の実施】 
・大阪府依存症関連機関連携会議（本会議）、アルコール健康障がい対策部会、薬物依存症地域支援

体制推進部会、ギャンブル等依存症地域支援体制推進部会の開催 

・大阪アディクションセンター（OAC）の運営 

・OAC交流イベントと OAC地域交流会（政令市・各保健所） 

・依存症対策庁内連携会議の開催 

・市町村依存症対策主管課等担当者会議 

・保健所における事例検討会 

・連携モデル構築事業 

 
⑥自助グループ・民間団体等の活動の充実 
【自助グループ・民間団体等が行う活動への支援、自助グループ・民間団体等との協働】 

・早期介入・回復継続支援を実施する民間団体への活動補助 

・研修等における体験談の講演依頼や、見学会の開催 

 
 

⑦予防から相談、治療及び回復支援体制の推進  
・OATISによる取組みの推進 

・「（仮称）依存症対策センター」の開設に向けた準備の推進 

 
  
⑧ギャンブル等依存症に関する調査・分析の推進  

  ・ギャンブル等依存症に関する実態を把握するための調査 

  ・ギャンブル等依存症に係る実情調査 

 

 
⑨相談支援等を担う人材の養成 
【様々な相談窓口等での相談対応力の向上】 
・依存症相談対応・基礎研修（A-1）、実践研修（A-2）、強化研修（A-3）等の実施 

・地域支援者向けギャンブル等依存症簡易介入マニュアルの作成 

・地域支援人材養成依存症啓発ツールの作成 

 
 
○ギャンブル等依存症対策推進計画推進体制整備事業 
・大阪府ギャンブル等依存症対策推進本部、大阪府ギャンブル等依存症対策推進会議の開催 

○アルコール健康障がい対策推進事業 
・大阪府精神保健福祉審議会アルコール健康障がい対策推進部会の開催 

○その他 
・薬務課主催の大阪府麻薬覚せい剤等対策本部啓発対策部会・乱用依存症者対策部会への出席 

・VBP（Voice Bridges Project：国立精神・神経医療研究センター/保護観察の対象となった薬物依

存症者のコホート調査システムの開発とその転帰に関する研究）への協力 

・保護観察所主催事業（ステップアッププログラム、家族教室、覚醒剤等薬物乱用者対策保護司特別研

修会）への協力 

・大阪刑務所主催事業への協力 

・研修等への出講（薬物乱用防止指導員や各部局の開催する市町村の各種相談窓口への研修等） 

・薬務課が作成したおくすり手帳に、処方薬・市販薬の依存について引き続き掲載。 

・薬務課が作成した薬剤師・登録販売者向け医薬品の適正販売に係る啓発資材に、おおさか依存症ポー

タルサイトの情報を引き続き掲載。 

４.切れ目のない回復支援体制の強化 

５.大阪独自の支援体制の推進 

 

６.調査・分析の推進  
 

 

７.人材の養成  

 

８.その他 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


